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令和６年度行政懇談会 質問事項等回答要旨 

質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

銀座西一丁目町会 

 会長 塚本 和隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）フル電動自転車、電動キックボードについ

て 

【回答】 

フル電動自転車(電動アシスト自転車)は、道路

交通法で軽車両に位置づけられており、原則とし

て車道を通行するよう定められております。 

 また、電動キックボードは、道路交通法上、一

般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、特

例特定小型原動機付自転車に位置付けられてお

り、歩道を通行できる特例特定小型原動機付自転

車についても、全ての歩道ではなく、「普通自転

車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されて

いる歩道に限られています。 

一方、歩行者天国については、区域内の車両の

通行は禁止されていることから、フル電動自転車

や電動キックボードは降りて押しながら通行する

ことになります。 

 区としては、昨年７月の改正道交法施行日の前

後２回にわたり、銀座の歩行者天国入口付近にお

いて、警察署や関係機関と連携して、電動キック

ボードや自転車に対するマナーアップキャンペー

ンを実施し、交通ルール・マナーの遵守を呼び掛

けました。 

 また、電動キックボードのシェアリングサービ

ス事業者に対しては、交通ルールテストを始めと

する既存の交通安全対策に加え、さらなる交通安

全に向けた対応を依頼しました。 

 今後も様々な機会を捉え、警察署等と連携をし

ながら、フル電動自転車や電動キックボードに関

する交通ルール・マナーの徹底を訴えてまいりま

す。 

 

【回答】 

 電動キックボードについては、銀座地区を重点

に歩道通行などの取締りを推進しているほか、歩

行者天国開催日に実施しているキャンペーンなど

を通じて、歩行者天国内は自転車や電動キックボ

ードなどの車両についても通行できないことを広
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

報しております。 

 また、シェアリング事業者と連携した交通安全

教育を実施しており、加えて、本年４月からは悪

質な違反者の利用を制限する取り組みをシェアリ

ング事業者と開始するなど、総合的な交通安全対

策に取り組んでいるところです。 

 次に、フル電動自転車については、運転の状態

により車両種別が変わることなどから、これまで

街頭における指導警告を中心に対策をしてまいり

ましたが、道路交通法の改正により、運転の状態

に係わらず原動機付自転車となることが検討され

ており、築地警察署といたしましても更に取締り

を強化していきたいと考えております。 

 

（２）自転車ルールの広報について 

【回答】 

区では、自転車利用者への交通ルールやマナー

の周知について、ホームページや広報紙で周知を

行うとともに、警察署と連携し、交通安全運動や

毎月の交通安全日などの機会を捉え交通ルールを

守り、安全運転を心掛けるよう呼び掛けておりま

す。 

 引き続き、警察署と連携し、交通安全キャンペ

ーンなどさまざまな機会を通じて「自転車は車道

が原則、歩道は例外」などの自転車安全利用五則

を始めとする自転車の交通ルールの周知徹底を図

ってまいります。 

 

【回答】 

 築地警察署では、銀座中央通りと晴海通りを自

転車指導啓発重点路線に指定し、歩行者天国内の

自転車の通行禁止や終日の歩道通行禁止などの注

意事項とともに警視庁ホームページで情報発信を

しているほか、歩行者天国開催日に自転車の安全

利用キャンペーンを実施しております。 

 引き続き、自転車の交通ルールを順守させるた

めの取り組みを推進するとともに、環境安全運動

などを通じて、中央区や道路管理者と連携した交

通環境整備に取り組んでまいります。 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

銀座一丁目町会 

 会長 石田 善計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）自転車走行禁止交通標識の設置について 

【回答】 

自転車は、道路交通法で軽車両に位置づけられ

ており、原則として車道を通行するよう定められ

ております。例外として、自転車の通行が認めら

れている歩道、子どもや高齢者、身体の不自由な

方が運転する場合は、歩道を通行ができることか

ら、全ての自転車が歩道を通行できないとの誤解

を与えかねない標識の掲示は、現時点で行う予定

はありません。 

 今後も様々な機会を捉え、自転車は車両である

ことなど、交通ルール・マナーの徹底を訴えてま

いります。 

また、警察署に対して、自転車への更なる交通

安全指導と交通取締りの強化を要請していきま

す。 

 

【回答】 

 築地警察署が設置管理する交通規制標識につき

ましては、補助標識を含めて警視庁が定めた交通

規制基準に基づいて設置しております。 

 銀座中央通りにおける自転車の通行方法につい

ては、自転車指導啓発重点路線に指定し、警視庁

ホームページでの情報発信などをしているほか、

車道上に自転車の通行部分を示す「自転車ナビマ

ーク」を設置して周知を図っているところです。 

 交通ルールの周知や注意喚起の看板設置につき

ましては、道路管理者や地域の皆さまと検討して

まいりたいと考えております。 

 

（２）京橋地域のスクールバス導入について 

【回答】 

スクールバスにつきましては、月島地域から距

離が比較的離れていることや公共交通機関の乗換

えが必要となるなど、児童にとって通学に困難を

伴うことから、特認校のうち、城東小学校、常盤

小学校及び阪本小学校において運行を行っており

ます。泰明小学校及び京橋築地小学校につきまし

ては、月島地域からの公共交通の便が良いこと、
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀座二丁目町会 

 会長 伊藤 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校周辺で停車スペースの確保が難しいなどの理

由から、スクールバスの運行は困難ですが、児童

の安全・安心な通学につきましては、保護者との

連携によるバスへの同乗や防犯ブザーの配布、安

全教育の推進などに引き続き取り組んでまいりま

す。 

なお、泰明幼稚園及び京橋朝海幼稚園につきま

しては、特認校のような区域外からの通園を原則

認めていないため、保護者と徒歩で通園している

園児が多い状況です。 

 

（１）災害発生時の外国人来街者への対応につい

て 

【回答】 

 多くの観光客が来訪する本区において、外国人

観光客が災害発生時に安全かつ適切に避難行動が

取れるよう対策を講じていくことは、極めて重要

な取組であります。区では、これまで外国人観光

客を含む帰宅困難者対策として、一時滞在施設及

び一時待機場所の確保をはじめ、区ホームページ

や防災マップアプリを活用した多言語による迅速

な災害情報の発信体制の構築等に努めてきたとこ

ろです。区ホームページは、英語、中国語（簡体

字）、韓国語及びやさしい日本語での対応を、防

災マップアプリでは、英語、中国語（簡体字・繁

体字）、韓国語に対応しています。 

また、民間事業者が運営する一時滞在施設等に

おいては、帰宅困難者支援施設運営協議会の活動

を通じて、ピクトグラムの活用による外国人に配

慮した掲示等を明記した運営マニュアルを配備す

るとともに、警察や鉄道事業者を含め、外国人の

受入れも想定した帰宅困難者対策訓練を年一回実

施しています。その一方で、帰宅困難者の受入れ

施設は現状十分でなく、より多くの帰宅困難者の

受入れができるよう、大規模開発事業の建築計画

の機会を捉え、一時滞在施設等の確保に努めてい

るところです。あわせて、区として、都と連携を

図りながら、店舗、事業所及び集客施設等に対し

て、利用者保護の取組の普及啓発にも積極的に取
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り組んでおります。 

さらに、各防災拠点においては、外国人観光客

等が防災拠点に避難してきた場合を想定し、一時

滞在施設を案内する多言語対応のポスターやチラ

シを配備し、適切な避難誘導を実施できるよう、

実際にポスターを使用しながら防災拠点訓練の場

で拠点運営委員及び区職員で確認しているところ

であります。このポスターやチラシについても、

防災マップアプリ同様の多言語対応としておりま

す。 

今後も、区としましては、ホテル事業者や大規

模集客施設と連携を深めながら、外国人旅行者を

含めた利用者保護の普及啓発の強化や防災マップ

アプリ等の情報提供ツールの普及啓発など、災害

時における来街者の安全確保に資する取組を推進

してまいります。 

 

（２）放置自転車及び自転車の歩道通行の取り締

まりについて 

【回答】 

自転車放置禁止区域の指定については、条例に

より、放置自転車をまかなう台数分の駐輪場が整

備された地域において、区域を指定しています。

現在、銀座地区は、放置自転車に対し、自転車を

収容する駐輪場が不足している状況です。このた

め、まずは、今後も大規模開発等の機会を捉え事

業者に駐輪場整備を要請するとともに、広幅員の

歩道上での駐輪場整備について、関係機関と協議

を行ってまいります。 

また、放置自転車対策については、注意札と警

告札の貼付をはじめ、自転車の放置の原因が沿道

建物の利用であると特定できる場合は、建物管理

会社に対して、道路への放置自転車禁止および施

設利用者向けの駐輪設備利用の案内を実施すると

ともに、施設利用者向けの駐輪設備の増設を検討

するよう依頼しています。 

今後も、区民ひとりひとりの適正な自転車利用

を促進し、安全・安心な道路環境の創出を図って

いきます。 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀座七丁目町会 

 会長 澁谷 昌也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 築地警察署では、自転車の安全利用キャンペー

ンや銀座地区での指導警告及び取締りを強化推進

して自転車の交通ルールの周知徹底を図っており

ます。 

 今後は、道路交通法の改正により、自転車の違

反者に対する交通反則通告制度による取締りの導

入などの自転車の交通安全対策の強化が予定され

ているところです。 

 引き続き、広報啓発や指導警告活動を推進す

るとともに、悪質危険な違反者に対する取締りを

強化してまいります。 

 

（１）駐輪違反について 

【回答】 

区では「中央区自転車の放置防止に関する条

例」に基づき道路上の放置自転車に対して注意札

と警告札を貼付し、放置自転車を撤去しておりま

すが、なかなか減らない現状です。そのため、注

意札と合わせて周辺の駐輪場の情報を記載した案

内を貼付し、放置駐輪の禁止や駐輪場の利用を促

すようにしております。 

また、自転車が多く放置してある場所などにつ

いては、看板等を設置し、物理的に自転車を放置

できないようにするとともに、注意喚起を行って

いるところです。 

さらに、放置が継続し改善が図れない場合は、

自転車を駐輪しようとする者に対して直接指導す

るパトロール業務委託等で対応しております。 

今後も、区職員やパトロール業務を委託してい

る受託者において、指導を強化するなど、放置自

転車対策を進めてまいります。 

また、放置自転車対策として、駐輪場の整備が

必要なことも十分に認識しており、広幅員の歩道

上での駐輪場整備について、関係機関と協議を行

うなど、駐輪場の整備に向けた働きかけを行うと

ともに、開発等の機会を捉え事業者に駐輪場整備

を要請するなど、今後も積極的に取組んでまいり

ます。 

築 地 警 察 署 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 築地警察署では、自転車利用者に対する交通ル

ールの遵守と利用マナー向上のため、街頭におけ

るキャンペーンや広報啓発活動を実施しているほ

か、中央区や関係機関と連携した交通環境整備活

動にも参加しております。 

 引き続き、自転車の交通安全対策を推進してま

いります。 

 

（２）喫煙所の開設について 

【回答】 

 指定喫煙場所の整備を順次進めており、令和５

年度末時点で５９か所を設置しています。受動喫

煙を防止する有効な対策として、今後も、喫煙場

所の確保については、区による新設や民間事業者

に対する設置・維持管理の費用の補助、中央区ま

ちづくり基本条例に基づく協議による働きかけを

通じ、官民の連携を取りながら指定喫煙場所の整

備を推進し、分煙環境の確保を図っていきます。 

 また、本区では、屋外での喫煙対策を強化する

ため、令和２年７月１日に「中央区受動喫煙防止

対策の推進に関する条例」を制定しました。 

 喫煙者や灰皿を設置する事業者が守るべきルー

ルである「中央区たばこルール」を定めた同条例

に基づき、巡回パトロールによる喫煙者への注意

喚起を徹底するとともに、区内警察署等の各関係

機関と連携した合同啓発活動により当該ルールを

広く周知し、屋外での受動喫煙の防止に向けた取

組を実施しています。 

 たばこに関する課題につきましては、今後も継

続して指定喫煙場所の整備と巡回パトロールの両

事業を推進することで対応に取り組んでいきま

す。 

 なお、ご質問の中でもございます外国人観光客

などの来街者の増加に伴い、路上での喫煙や吸い

殻のポイ捨てが増えている状況に対しては、引き

続き、多言語表記の案内板等による啓発を展開す

るとともに、受動喫煙に係る問い合わせが多い場

所や時間帯の巡回体制を強化し、指定喫煙場所へ

築 地 警 察 署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央区保健所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

入船三丁目町会 

 会長 吉田 昇弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の誘導を促進していきます。 

また、事業所についても事業所内の喫煙者のル

ール遵守のため、引き続き、指導に取り組んでい

きます。 

 

入船湯の廃止について 

【回答】 

入船湯は、平成２年６月開設以降公設浴場とし

て、地域の皆様に愛され営業を行ってまいりまし

たが、この度、賃貸借契約の相手方であるビル所

有者より現地建替えのため、現行の契約期間満了

日である令和７年３月31日をもって区との契約を

終了したい旨の申入れがありました。区として

も、地域に愛され必要とされている銭湯を何とし

ても残したいとの思いから、契約更新に向けて協

議を複数回重ねましたが、相手方との合意に至ら

なかったことから、残念ながら入船湯を廃止せざ

るを得ない状況となりました。代替施設整備や新

規土地取得も困難なことから、新たな公設浴場の

設置は難しい状況です。地域の皆さまには、大変

にご迷惑をおかけいたしますが、近隣浴場をご利

用いただければと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 民 部 
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令和６年度行政懇談会 質問事項等回答要旨 

質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

人形町三丁目西町会 

 会長 小幡 純 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）デジタル掲示板について 

【回答】 

区では、区の施策や行事などについて広く在

住・在勤の皆さんに周知するための媒体の一つと

して、区内に363基（令和６年4月1日現在）の広

報掲示板を設置し、区の事業に関するポスター等

を掲示しております。区からの情報発信手段が多

様化している状況を踏まえ、現在のところは、物

理的な掲示板の増設及びデジタル掲示板を創設す

る予定はありませんが、区作成のポスターに関し

ては必要に応じて二次元コードを付し、区公式ホ

ームページ等のデジタル媒体へ誘導するよう工夫

してまいります。 

また、町会自らの情報発信には、既存ＳＮＳ

（Ｘ（エックス）やLINE）の活用が有効であると

考えておりますので、引き続きＳＮＳに関する講

座を開催し、発信力の強化を支援してまいりま

す。 

 

（２）オンライン会議について 

【回答】 

区では、「中央区情報化基本方針～中央区ＤＸ

戦略2024～」に基づき、移動時間や会議場所の確

保が不要となるなど時間的・物理的な面で効率の

良いオンライン会議の活用を推進しているところ

であります。 

しかしながら、地域の皆さまとの会議において

は、参加者がパソコンを所有し、オンライン会議

の設定が行えるなど、環境が整えられていること

が前提となってまいります。また、直接対面する

ことでお互いにコミュニケーションがとりやすく

なり、より活発な議論が期待できるといった面も

ございます。 

こうしたことから、会議の内容や参加人数など

状況に応じて、参加者の皆さまのご意見やご同意

をいただきながら、オンラインや対面を使い分け

て会議を実施していくべきものと考えておりま

す。 

 

 

企 画 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 橋 地 域 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本橋五の部連合町会 

 会長 髙橋 伸治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜町二丁目西部町会 

 会長 久保木 嘉雄 

 

 

 

 

【回答】 

オンライン会議ツールについては、さまざまな

アプリケーションが流通しており、無料版も多く

あることから、既に導入している町会において

は、それぞれの状況に応じて、アプリケーション

を選択されているものと認識しております。その

ため、特定のアプリケーションを選択しアカウン

トを貸し出すことは検討しておりません。 

一方で、未導入の町会に対しては、オンライン

会議が団体内での情報共有等を円滑にするもので

あることから、デジタル化に関する講座開催等と

通じて、その普及啓発に努めてまいります。 

 

コミュニティ推進事務委託について 

【回答】 

コミュニティ推進事務委託については、広報紙

の配布業務が無くなることから単価の減額は避け

られないものでありましたが、これまでも区政情

報の周知、各種調査や防災区民組織への協力な

ど、町会に担っていただいている役割は大きなも

のであることから、改めて基本割額の考え方を整

理するとともに、委託料が大幅な減額とならない

よう単価を再設定し、新たに加入促進加算を設け

させていただきました。業務内容の変更による見

直しのため、直ちに再度、見直すことは難しい状

況でございます。 

区としては、町会・自治会が地域コミュニティ

の核として重要な存在であり、地域のにぎわいや

つながりの創出、防災や地域課題の解決のために

かけがえのないものであると認識しておりますの

で、今後とも様々なかたちで支援を行ってまいり

ます。 

 

自転車教育について 

【回答】 

１６歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を

通告できる交通反則切符(青切符)制度を導入する

道路交法改正案が本年３月に閣議決定し、２年以

内に施行する予定となっています。 

区 民 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 民 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 土 木 部 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行後は、警察官の指導や警告に従わない場合

や歩行者らに危険を生じさせた場合の交付が想定

されており、効率的な取り締まりと違反者への安

全運転の指導が可能になり、自転車の取り締まり

が大きく変わることとなります。 

 また、区では交通事故全体に占める自転車関与

事故の割合が増加傾向であり、自転車に乗り始め

る早い段階から、自転車を安全に利用するための

乗り方や、交通ルールを学ぶ機会を創出すること

は重要と考えています。 

 このため、区では、学校の校庭開放に併せて、

保護者とともに自転車の練習ができる場所の確保

や、自転車の交通ルールなどを学べる事業を警察

署と合同で、今年度から開始します。 

 また、ルール・マナーの周知徹底については、

これまでも、交通安全運動をはじめとする各種行

事や、幼稚園・学校における発達段階に応じ、実

践的な交通安全教育を警察署と連携して行ってま

いりました。 

 今後も、自転車の通行ルールに関する認識や、

安全利用意識を共通して持ってもらえる取り組み

を推進します。 

 

【回答】 

 自転車教育について、警察においては、管内小

学校の３年生を対象に自転車を安全に利用するた

めの自転車安全教室を各学校に出向き、毎年実施

している他、春と秋の交通安全運動期間中には、

休日に小学校の校庭を利用し一般の方々を対象と

した自転車実技教室を実施しており、その際も自

転車安全利用五則などの教養を行っています。 

 また、自転車の危険性を目の当たりにしてもら

い、危険性を実感してもらうための、スタントマ

ンによるスケアードストレートを活用し交通事故

の再現を行うなど交通安全教室も行っています。 

 その他、小学校の放課後の時間帯に管内の公園

などに出向き、集まっている児童を対象に自転車

の安全な利用法を教養するなど、児童に対する事

故防止啓発活動を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久 松 警 察 署 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中洲町会 

 会長 増田 智之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交通安全教育については、小さいうちからの交

通安全教育の重要性を鑑み、保育園及び小学校低

学年等を対象とした交通安全教室を開催してお

り、実際には、学校や園に出向き、ＤＶＤを活用

した歩道や横断歩道の安全な通行や渡り方の教養

を行うほか、手持ち信号などを利用し低年齢の児

童にも理解しやすい交通事故防止教養を行った後

に、実際に道路に出て、安全に歩行出来るかを、

子ども達自身に実体験してもらい、交通事故防止

意識の醸成を図る等の活動を毎年行っています。 

なお、保育園については、当該活動を春と秋の

年２回行っており、昨年は累計40回実施しており

ます。 

 

（１）あやめ第一・第二公園について 

【回答】 

 あやめ第一公園およびあやめ第二公園は、首都

高速道路の高架下を活用し整備された公園であ

り、高架道路は比較的高さがあるものの、隣接す

る民地に高層住宅が建築されるなどにより、日差

しがあまり入らないことから、暗い印象を与えて

います。 

 舗装の色を明るめの色で整備することにつきま

しては、両公園とも前回の改修工事（平成７年度

および平成８年度）から約３０年が経過してお

り、施設の老朽化が目立つことから、今後実施す

る改修工事に合わせて明るめの色となるよう検討

してまいります。 

 また、高速道路の柱の活用につきましては、首

都高速道路株式会社の所有物でありますので、活

用の可否について、今後、協議・検討してまいり

ます。 

 

（２）民生委員について 

【回答】 

 現在の民生委員の業務は、年３回の「民生・児

童委員協議会」と年６回の地域ごとの「民生・児

童委員協議会」への出席があります。また、スキ

ルアップを図るための施設見学会や研修会、ボラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 土 木 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 祉 保 健 部 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本橋六の部連合町会 

 会長 清水 貞男 

 

 

 

 

ンティア活動などは希望者による参加となってい

ます。その他に新たに民生委員になられた方に

は、東京都民生児童委員連合会による新任研修が

あります。 

 ご質問にあります、高齢者等の訪問について

は、区内高齢者人口が増加していく中で、地域に

バラツキがあり、一斉改選の前に一人当たりの負

担についても精査しているところです。区以外の

公共機関（警察など）の会合などは、民生委員の

業務だけではありませんが、業務が増加している

事実を受け止め、これまでもタブレット端末を配

布しご活用いただいており、今後も負担軽減に向

けて業務改善を図ってまいります。 

 なお、民生委員は民生委員法により給与は支給

しないこととなっておりますが、毎月の活動費の

ほか研修等に参加した場合には、別途費用弁償し

ております。 

住民の生活課題、福祉課題が多様化し、民生委

員・児童委員への期待が高まる一方、活動範囲の

広がりや、それに伴う負担の拡大、さらには新た

ななり手の確保の困難さなどがあることから、委

員の意見等や近隣区の動向等と合わせて検討して

いきたいと考えております。 

 

再開発事業における周辺地域を含めた道路整備

について 

【回答】 

昨年は大規模な再開発事業に伴う道路工事跡の

復旧について回答させていただきましたが、単独

建て替えなどの小規模な開発においても、インフ

ラ設備の撤去・新設に加え、建物の外構工事など

は発生するため、建物が竣功するまではその都度

道路に影響が及びます。 

 また、本地区に限らず、道路下に埋設された

各インフラの経年改修や耐震対策などの計画的改

修が予定されている場合は、中央区道路工事調整

協議会において調整しておりますので、今後も各

インフラ企業者等に対し、早期かつ効率的な道路

の復旧に努めるよう指導してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 土 木 部 
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令和６年度行政懇談会 質問事項等回答要旨 

質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

佃一丁目町会 

 会長 福山 照一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報紙「区のおしらせ ちゅうおう」の配布に

ついて 

【回答】 

日頃から、広報紙の配布にご協力いただき、あ

りがとうございます。 

 先の事務事業説明でご案内したとおり、10月以

降は発行回数を月３回から月２回とし、１日号の

配布についても「新聞折込」と「区が希望者へ個

別に配布する方法」に変更します。町会・自治会

の皆さまによる配布は９月１日号をもって終了

し、配布依頼はなくなることから、町会・自治会

の皆さまのご負担が軽減されるものと考えており

ます。電子媒体での情報取得を希望される方もい

ることなどから全戸ポスティングは行いません

が、新聞購読をしていない方であっても、希望す

る方全員へ紙媒体の広報紙をお届けしていくこと

で、皆さまのニーズにお応えしてまいります。 

引き続き、区民の皆様が必要とする情報のご案内

に努めてまいりますので、ご理解いただきますよ

うよろしくお願いします。 

社会におけるデジタル化の進展により、ＩＣＴ

の活用に不安を感じている地域の高齢者の方など

への対策については、いきいき館やシニアセンタ

ーを中心に、パソコンやスマートフォンに関する

相談窓口・教室を開催しているところです。 

また東京都が実施する「高齢者向けスマートフ

ォン利用啓発事業」における相談会・体験会の開

催について、情報提供や周知に取り組んでいま

す。 

 今後、区におきましても、さまざまな申請をオ

ンライン化してまいる予定です。サービスの推進

にあたっては、利用される区民の方がとまどうこ

とのないよう、利用方法について十分な周知と説

明に努めるとともに、先述しましたパソコンやス

マートフォンの利用啓発事業の充実をはかるな

ど、継続的に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

企 画 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 島 地 域 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

コーシャタワー佃自治会 

 会長 生田目 裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）石川島公園の今後の整備等について 

【回答】 

石川島公園は、整備から３０年以上経過してお

り、舗装など公園施設の一部が老朽化している現

状があります。 

区では、令和５年７月に「中央区水辺環境の活用

構想」を策定し、区民生活にゆとりと豊かさを加

える水辺利用を積極的に推し進めることとし、月

島地域（佃・月島）については、生き物観察によ

る環境教育や、ジョギングによる健康づくり、親

水護岸の整備による憩いなどの水辺活用の方向性

を示しております。 

この構想の実現に向け、令和６年度は、石川島

公園内における水辺環境の整備に向けた基礎検討

を行ってまいります。 

なお、民間活力の活用につきましては、現在桜

川公園（中央区入船一丁目１番１号）で公募設置

管理制度（Park-PFI）による公園管理に向けた検

討を行っております。桜川公園での事業状況を踏

まえ、他の公園での導入については検討を行って

まいります。 

 

（２）高層マンションの在宅避難について 

【回答】 

 マンションは一般的に耐震性に優れ、大地震に

おいても倒壊による被害の可能性が低いこと、ま

た、多数の被災者の避難により避難所の衛生環境

が悪化する懸念もあることから、区では、自宅の

安全が確保できる場合には住み慣れた自宅で生活

を続ける「在宅避難」を推奨しています。 

震災時はライフラインやエレベーターが停止する

ことも想定されますが、そうした状況下において

も在宅避難を継続できるよう、区では、マンショ

ン防災パンフレット等により、各家庭において

水・食料や携帯トイレなど必要な備蓄を促進して

います。あわせて、各マンションに対しては、各

家庭での備蓄が不足した場合に備えて、管理組合

等による備蓄を促すなど、在宅避難を継続するた

めの共助の取組も進めています。 

 

環 境 土 木 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災危機管理室 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUX TOURS自治会 

 会長 清水 隆史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、自宅の損壊により在宅避難が困難にな

った場合は、指定された防災拠点に避難していた

だくこととなります。また、災害発生時に外出さ

れていた方が、エレベーターの停止により自宅に

戻れない場合においては、マンション内の共用部

で受入れを行っていただくなど、共助の取組で対

応いただくことを推奨していますが、それも困難

な場合には一時的に防災拠点へ避難していただく

こととしています。 

なお、在宅避難を継続されている方が、自宅の

備蓄物資に不足をきたした場合には、防災区民組

織等を通じて、防災拠点から物資を供給すること

としています。こうしたことから、各防災拠点で

は、建物の倒壊等により自宅での生活が困難にな

った方に加えて、在宅避難をしている方の備蓄等

が不足する場合も想定して、食料等を備蓄してお

ります。 

災害時の基本的な避難行動については、これまで

パンフレット等による周知を図ってまいりました

が、在宅避難が困難になった場合の避難行動につ

いて、防災拠点運営委員会や防災講演会等の機会

を活用するなど、さらに周知機会の拡充を図って

まいります。 

 

（１）行政懇談会質問状の締切等について 

【回答】 

 行政懇談会は、地域に関する意見や要望を直接

お聞きする重要な機会であると捉えております。

開催日までの回答作成に係る準備等から締切日を

設定しておりますが、今回のご意見を踏まえ、送

付の前倒しや締切日の見直しなど、町会・自治会

での取りまとめ等に十分な時間が取れるよう工夫

いたします。なお、データでの送付及び受付につ

いては、個別対応が可能でございますので、ご相

談いただきたいと存じます。 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）れいめい橋公園通りの交通安全確保につい

て 

【回答】 

 自転車専用走行帯の歩道への設置についてです

が、自転車専用走行帯の幅員は２ｍ以上、歩道の

有効幅員は２ｍ以上を確保することが道路構造令

等で定められております。 

 また、「道路の移動等円滑化整備ガイドライ

ン」では、自転車の走行する部分と歩行者の通行

する部分を植栽帯等により構造的に分離すること

が望ましい。とされていますので、現況の歩道の

有効幅員では自転車専用走行帯の設置は難しい状

況です。 

 街路灯については、れいめい橋公園通りの夜間

の路面照度を測定した結果、区の明るさの基準は

満たしておりますが、交通量の急激な増加等を踏

まえ、交差点や横断歩道付近における道路照明に

ついて検討してまいります。 

 

【回答】 

 晴海西小学校の通学路交差点における信号機の

設置ですが、信号機の設置には通行量などの基準

があること、主たる道路側に一時停止標識は設置

できないことから、信号機及び一時停止標識の設

置は難しい状況です。 

 一方、道路交通法第３８条で、「車両等は、横

断歩道等に接近する場合には、その進路の前方を

横断しようとする歩行者又は自転車がないことが

明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止

することができるような速度で進行しなければな

らない、横断しようとする歩行者等があるとき

は、当該横断歩道の直前で一時停止し、その通行

を妨げないようにしなければならない」などと規

定されています。 

 車両が歩行者などの進路を妨げた場合、横断歩

行者妨害の違反が成立することから、れいめい橋

公園通りにおいて歩行者に対しては安全な横断方

法の指導、車両などに対しては横断歩道手前で必

ず止まるなどのキャンペーンを実施するととも
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

 

 

 

 

 

 

晴海テラス自治会 

 会長 松谷 稔 

 

 

 

 

 

に、横断歩行者妨害の指導取締りを推進していき

ます。 

 また、れいめい橋公園通りは駐車車両が多いこ

とから、監視員と連携しながら駐車違反の指導取

締りにも取り組んでいきます。 

 

（１）晴海一・二丁目の防災船着場の整備につい

て 

【回答】 

防災船着場は、災害時において道路や橋梁被害

等により陸上輸送が途絶した場合に、船舶を活用

して負傷者や物資等の搬送を行うための基幹的な

施設であります。これまで、区や都では、災害拠

点病院や物資輸送拠点など災害対策上の重要施設

との輸送経路の確保や道路被害等による地域の孤

立化防止対策といった観点から整備を進めてまい

りました。 

晴海地区においては、この度整備された晴海５

丁目の船着場に加え、晴海ふ頭が耐震護岸として

整備されております。災害時には、これらの施設

を効果的に活用しながら被災者や物資等を輸送を

していくことを想定しているため、現時点におい

て、晴海一・二丁目に新たに防災船着場を整備し

ていく予定はありません。 

 

（２）災害時のペット同伴避難について 

【回答】 

ペットを伴う避難については、過去の災害にお

いて、避難所でのペットの取扱いを巡るトラブル

や、避難の必要があるペット飼養者が倒壊リスク

のある自宅や車に留まる事例、ペットが遺棄され

る事例などが多く発生しました。 

近年、ペットへの家族意識の高まりが一層進む

中、発災時には、ペットを伴って避難する被災者

が一定数想定されます。災害に直面した状況で

は、人命が最優先であることを前提としつつ、人

への危害防止及び動物愛護の観点から、避難所に

おけるペットとの共生を考えていく必要がありま

す。 
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

ご質問の「同伴避難」は、人とペットが同一の

避難スペースで居住する考え方であり、避難所の

衛生管理だけでなく、動物アレルギーを持つ方や

動物が苦手な方への配慮などに課題があると認識

しています。 

本区においては、在宅避難が原則でありながら

も、被災の状況によりペットを伴って避難せざる

を得ない場合は、国や都がガイドライン等で示す

とおり、適切な飼養管理のため、人とペットの居

室を分けて避難者を受け入れる体制づくりを進め

ており、まずはこうした「同行避難」の備えが優

先的に必要であると考えています。 

今後のペットを伴う避難の取組みにつきまして

は、避難所となる各防災拠点において、「ペット

同行避難マニュアル」の整備を進めるとともに、

実際の受入れを想定したデモンストレーション形

式の訓練を実施し、ペット同行避難の受入体制の

強化を図っていきます。 

 

（３）防災用品のカタログギフト配布について 

【回答】 

約94％の世帯が耐震性の高いマンションに居住

している本区では、災害時における在宅避難を推

奨しているところであります。ライフライン等が

途絶した場合においても、在宅での避難生活を継

続するためには、「自分の命は自分で守る」自助

の取組が極めて重要であります。 

区ではこれまでパンフレット、ホームページに

よる周知、総合防災訓練でのＰＲ活動などさまざ

まな機会を通じて、食料、水、携帯トイレの備蓄

や家具類転倒防止対策など家庭における備えの重

要性について普及・啓発を図り、各家庭での備蓄

を促してまいりました。 

一方で、本年１月１日に発生した能登半島地震

においては、ライフライン等の途絶により物資の

輸送や避難所の衛生環境などの課題が顕在化しま

した。こうした課題を踏まえ、現在区では、家庭

での備蓄の重要性についてのさらなる普及・啓発

など在宅避難の推進を強化するための方策につい
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質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

て、防災拠点運営委員会のご意見もいただきなが

ら、検討を進めているところであります。 

 

（４）東京湾大華火祭の開催について 

【回答】 

東京湾大華火祭は、令和７年度以降の開催を目

指しておりますが、開催費用の財源確保の観点か

ら、現時点での見通しは立っておりません。な

お、開催できることとなった際には、花火の打上

地点から十分な保安距離を確保することはもとよ

り、晴海地区を中心とする交通規制・入場制限を

はじめ、居住者の方の生活や安全に配慮した綿密

な警備計画を作成する方針でございます。また、

経費については十分に精査し、適正な予算執行に

努めつつ、多くの皆さまに安全にお楽しみいただ

ける大会を目指してまいります。 

 

（５）歩行者専用橋の自転車対策について 

【回答】 

朝潮運河に架かる歩行者専用橋については、こ

れまでも区では定期的に月島警察署と合同で自転

車に乗車したままの走行は禁止である旨の啓発活

動を行ってきました。 

 晴海フラッグへの入居や黎明小橋の開通によ

り、晴海地区の人の流れが大きく変わることか

ら、重点的に朝潮小橋と黎明小橋において、令和

６年度春の交通安全運動期間である４月８日から

４月１２日までの間、朝の通勤通学時間帯に月島

警察署と合同で自転車マナーキャンペーン活動を

実施しました。 

 今後も引き続き月島警察署と連携し、走行する

自転車に対して交通ルール・マナーの周知徹底に

努めてまいります。 

 

【回答】 

 自転車が歩行者専用道を走行することについ

て、規制標識は設置されていますが、取締りをす

ることはできません。 

 中央区と合同で、歩行者の安全確保のため、通

 

 

 

 

区 民 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 土 木 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 島 警 察 署 

 

 

 

 



21 

 

質 問 町 会 質    問    項    目 担 当 部 等 

行する自転車を停止させ、交通ルールの周知徹底

を図るなど、自転車に対する指導警告、広報啓発

活動に努めます。 
 

（６）都心・臨海地下鉄新線推進大会について 

【回答】 

 区ではこれまで、都心・臨海地下鉄新線推進大

会（以下「推進大会」という。）を通じて、町会

などの地元団体や、中央区議会地下鉄新線整備促

進議員連盟とともに、機運醸成を図ってまいりま

した。この取り組みが一定の効果となり、令和３

年７月の国の答申、都による令和４年１１月の事

業計画案及び令和６年２月の事業計画の検討に係

る３者合意の公表など、地下鉄新線を取り巻く環

境が大きく進展していると認識しております。 

推進大会については、まずは、より多くの方々

に参加していただき、本路線の必要性を知ってい

ただくことが重要であると考えており、引き続き

現在の形態で実施していくとともに、沿線自治体

とのさらなる連携やパネル展の継続的な実施など

により、活動の強化を図ってまいります。 

今後も引き続き、地域の方々と一致団結し、地

下鉄新線の早期実現に向けて、これまで以上に取

り組んでまいります。 
 

（７）石碑「マグロ塚」について 

【回答】 

ご提案の「マグロ塚」は、現在江東区夢の島

「都立第五福竜丸展示館」に設置されております

が、移設については、令和元年に東京都議会あて

請願があり、現在も築地市場跡地再開発と合わ

せ、東京都議会において審議中の案件であると認

識しております。今後の再開発の進捗に伴い動き

があるものと存じますので、その動きを注視して

まいります。 

区では、昭和63年３月15日の平和都市宣言の主旨

に基づき、平和の集いや平和展などの各種事業を

通じて、引き続き平和に対する意識の醸成・啓発

に取り組んでまいります。 
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